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要旨 

日本では障害者雇用政策として，障害者雇用率制度と障害者納付金制度を採用している。

雇用率制度は企業に一定割合の障害者を雇用することを義務づける割当雇用政策であり，

納付金制度は雇用率を達成できない企業から納付金を徴収するものである。先行研究によ

ると，納付金制度が企業の障害者雇用のインセンティブになっていることは明らかにされ

ているが，制度改正が企業の障害者雇用に与える影響については十分には明らかにされて

いない。本稿では，東洋経済新報社『CSR企業総覧』のパネルデータを用いて，企業が納付

金制度のもとで障害者雇用をどのように決定しているのかを定量的に把握した。加えて，

2013 年の制度改正が企業の障害者雇用にどのような影響を与えたのか明らかにした。結果

として，先行研究と同様に企業は納付金制度の金銭的インセンティブに反応して障害者雇

用数を決定していることがわかり，その効果は新たな納付金が課せられる閾値付近ほど強

かった。また，2013 年の法定雇用率の引き上げに関しては，期待されるほどには障害者雇

用が促進されていないことがわかった。このことは，企業間での採用競争が激しくなったこ

とでスムーズに障害者の雇用調整をはかることが困難になった可能性を示唆している。 
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